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　シンポジウムの最後に、一言まとめのご

挨拶をさせていただく。

　本日のシンポジウムは、臨床法学教育研

究所の設立20周年記念のシンポジウムで

はあるものの、この企画の当初から、研究

所のメンバーで話していた方針として、２

つのことがあった。１つは、単なる儀式的

なこととせず、学術的発信のできるシンポ

ジウムとすること。もう１つは、「回顧で

はなく、前を向くこと」である。登壇者の

素晴らしい報告のおかげで、いずれの当初

の方針とも違わないシンポジウムを行うこ

とができた。お忙しい中で報告準備をして

いただいた登壇者の方々に、改めて御礼申

し上げる。

　既にご案内のとおり、法曹養成制度は新

たなフェーズを迎えている。学部法曹コー

スからのいわゆる「３＋２」に加えて、

2023年からは法科大学院在学中の司法試

験受験が可能になる。これは、誤解を恐れ

ずに言うならば、司法制度改革を受けて

2004年に設立された法科大学院制度から

の大きな変容である。

　他方で、既に多くの登壇者からの報告に

あった通り、この変容された法曹養成の過

程においても、プロフェッション性を涵養

し、法的知識のみならず技術やマインドも

豊かな法曹を輩出していくことは、法曹養

成に携わる大学の使命である。我々法曹養

成に携わる者もまた、変容を踏まえた上で、

では学生のどの段階で、どのような経験的

教育が最も有効であるのか、しなやかさと

創造性を持ち合わせて具体的に検討し、実

践していかなければならない。

　臨床法学教育研究所は、早稲田大学のプ

ロジェクト研究所として設置されており、

５年ごとに設置を継続する形で20年間継

続してきた。ちょうど2022年は21年目、

新たな５年の設置期間の１年目である。向

こう５年間で研究所は法曹養成にどのよう

な貢献ができるのか、今回のシンポジウム

を経て、より課題が明確になったと思う。

　１つは、学部、司法試験前の法科大学院

の教育課程も対象とした、プロセスとして

の臨床法学教育の在り方の検討である。内

田教授、水野准教授の報告が指摘された通

り、プロフェッション性の涵養は司法試験

の後で足りるというものではなく、むしろ

これを学ぶのに「早すぎる」ということは

ないはずである。では法律の学習がごく初

期の段階の学部学生には、どのようなプロ

グラムが有効なのか。また、司法試験前の

段階でも何らかの臨床プログラムを組み込

むことはできないだろうか。本日、島田教

授、河﨑弁護士にご報告いただいた、提携

法律事務所である弁護士法人早稲田大学

リーガル・クリニック、および早稲田リー

ガルコモンズ法律事務所の実務家の先生方
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の協力も得ながら、具体的な検討を進めて

いきたい。そしてその中で、須網教授のご

報告にあった大学としての社会貢献活動

を、研究所として実践していくことを考え

たい。

　もう１つは、社会の様々な事象、多様な

価値観を理解できる法律専門職を輩出する

ためのプログラムの検討である。臨床法学

教育学会理事長の米田教授の報告で指摘さ

れているように、社会はこれまでにないス

ピードで変化が起きている。そのような中

で、リーガルプロフェッションはいかにし

て法の支配の実践をすることができるか。

ワイゼルバーグ教授の報告が指摘するよう

に、アメリカにおける司法試験受験要件と

しての臨床法学教育の義務化は、社会の

ニーズに対応できる法曹を輩出するための

１つの方法であったと考えられる。日本で

は現状、そのような制度上の要件はないが、

ではどのような形で、グローバルにも競争

力を持ち、かつ日本社会の様々なコミュニ

ティで人や社会に奉仕できる法律専門職を

育てていくのかを、考えていかなければな

らない。

　榊原弁護士からは、法律家の仕事、働き

方についても、これまでにない多様性が出

現し、そしてそのような多様なリーガル

ニーズが社会に出現していることについ

て、報告がなされた。我々が輩出する法律

家の未来が明るいということは、大変心強

い言及であったが、同時に、ではそのよう

な多様なニーズに対応できる法律家を養成

できているだろうか、とここでも教育関係

者自身が問われているように思う。多様な

人材を受け入れ、優れた法律専門家として

育てる。これは司法制度改革審議会が提案

した法曹養成制度改革の根幹にあったもの

である。社会も法曹養成制度も、そして法

律家自身も変化の激しいこの時代に、理論・

技能・責任の統合による法曹養成を実践す

るための臨床法学教育の在り方を具体的に

示し、発信していきたい。

　もとよりこれらの課題は当研究所の研究

課題であるとはいえ、本日のシンポジウム

がそうであったように、研究所の研究員以

外の各界の方々の英知もお借りしなければ

成果はなし得ない。ここに参加いただいた

皆様に、どうか今後とも研究所の活動への

参加および協力をお願い申し上げる。そし

て最後に、この20年間早稲田大学臨床法

学教育研究所を支えてきてくださった須網

隆夫教授、宮川成雄教授、和田仁孝教授の

歴代研究所長をはじめ、この研究所の顧問

を務めていただいている宮澤節生神戸大学

名誉教授、また長年にわたり研究活動に貢

献いただいている研究所員および招聘研究

員の方々、様々な形でご理解ご協力を頂い

た早稲田大学大学院法務研究科の先生方、

提携法律事務所である弁護士法人早稲田大

学リーガル・クリニック、および早稲田リー

ガルコモンズ法律事務所の実務家の方々

に、改めて感謝の意を表したい。ありがと

うございました。当研究所は21年目以降

も、より良い法曹養成の在り方を研究し、

発信していく所存である。


